
特定疾患治療研究事業の充実と財源確保を求める意見書

難治性疾患に苦しむ患者の医療費負担を軽減するとともに、疾患の原因究明、治

療法の開発を促す目的で、特定疾患治療研究事業が実施されており、現在５６疾患

が対象疾患として認定されている。

その一方で、その他の難治性疾患についても希少性、原因不明、治療方法未確立、

高額な医療費による生活面への支障等の要件を満たす疾患が認められているが、対

象疾患特定のための諮問機関である特定疾患対策懇談会は、平成２１年９月を最後

に開催されていない状況である。

よって、国においては、特定疾患対策懇談会を早急に開催し、その意見を基に特

定疾患治療研究事業の対象疾患拡大について検討を進めるよう強く求める。

あわせて、所要の予算を確保のうえ、適正な額の国庫補助金を特定疾患治療研究

事業に対して交付し、同事業における都道府県の超過負担の解消に努めるよう求め

る。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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